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会 議 録 

会議の名称 令和５年度第２回国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時 令和５年１２月１４日（木） 午後３時から午後４時まで 

開 催 場 所 座間市役所５階 ５－２及び５－３会議室 

出 席 者 

公益代表 瀬戸 晃 沖永 明久 伊藤 多華 

 竹田 陽介   

被保険者代表 鈴木 健夫 米井 郁代 草薙 初夫 

 大塚 とよ子   

保険医代表 中村 雄大 永野 芳郎 柏木 紀久 
 

事 務 局 
健康部長、健康部参事兼保険年金課長、保険年金係長、国保給付係長、債

権管理課長、債権管理課債権管理第１係長、保険年金係主任 

議   題 
（１） 会長代理の選出について 

（２） 座間市国民健康保険税率及び税額の改定について 

 

会議の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開会 

 

２ 委嘱状交付 

 

３ 市長あいさつ 

 

４ 定足数の確認 

 

５ 議題 

（１） 会長代理の選出について 

（２） 座間市国民健康保険税率及び税額の改定について 

 

【事務局より説明】 

 

【会長】 

事務局からの説明について、意見・質問があればお願いする。 
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【委員】 

神奈川県の方針で、６年度から１１年度までは激変緩和措置を行うと話

が出ている。本市の標準保険料率の統一を納付金ベースの統一と合わせて

令和９年度としているが、激変緩和措置が令和１１年まで続くことから、

標準保険料率の統一を遅らせることは可能か。 

 

【事務局】 

令和９年度に「α＝ゼロ」となった後に、財政支援措置がなくなる令和

１１年度まで据え置くと、令和１２年度の標準保険料率が急に上がること

で被保険者への影響が大きくなること、また一般会計からの法定外繰入を

解消するため令和９年度とした。 

 

【委員】 

標準保険料率に統一するレベルは、被保険者の担税力をはるかに超える

ものだと認識している。市に言っても仕方ない、国で解決してもらいたい

問題だと思うが、保険税の値上げ幅を最小限に抑えること、あるいは最大

限延期ができないか。国の法律と県の方針に沿っていることは間違いない

が、このような制度が持つはずがない。国は責任を持って国庫負担を上げ、

被保険者の負担を減らしていく、市町村は、必要最低限度の幅で抑えられ

るような努力はしていただきたい。 

 

【事務局】 

急激な上昇を少しでも抑えつつ、今後の状況を見ながら対応していく。 

 

【委員】 

市としてどうにかすることは、難しい状況かと思うが、物価の高騰によ

り、被保険者はかなり大変な状況にある。一般財源を駆使して、負担がな

いようにしていただきたい。また、国や県に要望することも考えられない

か。 

 

【事務局】 

国への要望については、これまでも行っているが、国の動きとしては今

のところ何にもない。 
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【事務局】 

他市町村も同じ状況にあると認識している。機会を見て要望していく。 

 

【委員】 

財政補填措置は、段階的に縮小していくが、令和６年度分は額にすると

どのくらいになるか 

 

【事務局】 

国の係数が示される前のため、参考数値で２，０００万円くらい。 

 

【委員】 

国と県は、一般会計から赤字補填目的での税金を投入しない方針だが、

低所得化、高齢化が進んでいる状況においては、公金を投入することに公

益性はあると思う。 

一般会計からの繰入金を財政調整基金へ積立て、翌年度に取崩す方法

は、今後もできるのか。 

 

【事務局】 

今の段階では、という回答を県から受けている。 

 

【委員】 

令和元年度から令和４年度までの推移を見ていると、一般会計からの繰

入金は、だんだん縮小し、その分は保険税に転嫁されている状況にある。

財政調整基金の方法が取れるのであれば、思い切った額入れてみてはどう

か。 

 

【事務局】 

そもそも、一般会計に国保の財政調整基金へ入れられるだけの余力があ

るかどうかというところにもよる。 

 

【委員】 

一定額を入れる余力は、今の座間市の財政から言えば、見直すべきとこ
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ろを見直してやれば、可能だと思っている。 

前回の保険税改定では、１億６，０００万円の歳入を見込んでいたが、

実際は９，０００万円しか歳入できず、収納率が落ちた。値上げをしても、

税収が見込みに達しない可能性があると思う。同じ事を繰り返さないよう

に、あらゆる知恵を駆使して欲しい。 

現状２３億円に対して２分の１追加した場合、２６億円の見込みと書い

てあったが、これは収納率何％と見ているのか。 

 

【事務局】 

収納率は現状と同じ。 

 

【委員】 

収納率は、だいたいどのくらいか。 

 

【事務局】 

令和５年度当初予算編成時の率で、医療分が９０．０４％、支援金等分

が８９．９２％、介護分が８７．５３％。 

 

【委員】 

他の市と比べると収納率はどうか。 

 

【事務局】 

収納率は低い。 

 

【委員】 

収納率の低さの要因は何か。 

 

【事務局】 

所得階層が低いことが一因と推測する。 

 

【委員】 

ここ数年、コロナの関係で職を失った後に国保へ加入する加入者が多か

ったように思うが、現状はどうか。 
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【事務局】 

減少傾向にある。 

 

【会長】 

他には。 

 

【 質疑なし 】 

 

【会長】 

報告（１）「産前産後期間における国民健康保険税の軽減について」、事

務局から説明を求める。 

 

【事務局より説明】 

 

【会長】 

事務局からの説明について、意見・質問があればお願いする。 

 

【委員】 

これは国の法律改正に伴ってのことだと思うが、負担割合の国が２分の

１、都道府県が４分の１、市町村４分の１は、国と県の分は、国保の特別

会計に、市の分は、交付税措置で次年度以降の算定に入ってくるのか。会

計上どのような流れになるのか。 

 

【事務局】 

保険基盤安定負担金や未就学児均等割と同じように、一般会計に歳入し

た後に、一般会計から国保会計に法定内繰入として入れる。 

 

【会長】 

他には。 

 

【 質疑なし 】 

 

６ 閉会 

 


